
「
農
用
地
利
用
配
分
計
画
」
の
認
可
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

石
川

光
一

岡
山
市
東
区

岡
山
市
東
区
鉄
六
六
三
ー
一
九

森

義
昭

新
見
市

新
見
市
哲
西
町
八
鳥
字
谷
八
七
一
ー
一
外
三
筆

船
越

洋
海

新
見
市

新
見
市
大
佐
小
阪
部
字
溝
ハ
サ
ミ
一
五
一
五
ー

一
外
二
筆

株
式
会
社
あ
う

津
山
市

津
山
市
草
加
部
字
京
原
七
二
九
ー
二
外
十
六
筆

ん一
般
社
団
法
人

津
山
市

津
山
市
綾
部
字
綾
部
東
二
七
九
ー
一
外
六
筆

L
A

ア
ラ
イ
ア
ン

ス武
藤

広
和

津
山
市

津
山
市
新
田
字
藤
ノ
木
四
七
ー
八
外
六
筆

岸
川

茂

津
山
市

津
山
市
宮
尾
字
胡
麻
田
二
二
九
ー
一
外
三
筆

福
原

資
雄

津
山
市

津
山
市
新
野
東
字
天
福
寺
七
六
八
ー
二
外
二
筆

児
玉

恒

津
山
市

津
山
市
加
茂
町
桑
原
字
犬
ノ
馬
場
二
五
九
ー
二

外
一
筆

社
会
福
祉
法
人

津
山
市

津
山
市
瓜
生
原
字
重
津
一
一
三
九
外
三
筆

鶯
園

農
事
組
合
法
人

美
作
市

美
作
市
湯
郷
字
宮
ノ
前
三
六
二
ー
一
外
二
十
二



赤
田
営
農
セ
ン

筆

タ
ー

濵
田

英
昭

美
作
市

美
作
市
位
田
字
さ
こ
四
五
四
ー
四
外
十
筆

橋
本

祐
樹

美
作
市

美
作
市
安
蘇
字
大
寺
八
六
二
ー
七
外
四
筆

東
内
フ
ァ
ー
ム

美
作
市

美
作
市
豊
国
原
字
八
郎
ケ
坪
一
一
〇
〇

合
同
会
社

株
式
会
社
ア
グ

美
作
市

美
作
市
川
上
字
二
反
田
六
一
七
ー
一

リ
テ
ッ
ク
美
作

有
限
会
社
大
原

美
作
市

美
作
市
古
町
字
尾
根
木
地
蔵
ノ
本
二
〇
四
四
ー

農
業
振
興
セ
ン

二
外
四
筆

タ
ー

山
口

敦
史

美
作
市

美
作
市
上
福
原
字
荒
堀
二
三
六
ー
一

二

認
可
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
四
日

三

申
請
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
十
六
日


